
川越市庁舎等の開庁時間を定める規則（案）等に対する意見募集に

ついて（概要） 

１．趣旨 

 本市においては、これまで本庁舎等の開庁時間について、職員の勤務時間と

同一として運用し、市民サービスの提供を行ってきましたが、これを見直し、

業務改善等の取組を通じた市民サービスの向上や、時間外勤務の縮減など職員

の負担軽減を図ることによる働きやすい職場環境づくりを推進しようとする

ものです。 

２．内容 

 本庁舎等の開庁時間について以下のとおりとし、令和８年６月１日から施行

しようとするものです。 

開庁時間 
対象施設 

見直し前 見直し後 

8:30～17:15 8:45～16:30 本庁舎（分室を含む）、東庁舎、小仙波

庁舎、上下水道局庁舎、保健所（保健セ

ンターを含む）、各市民センター（公民

館は除く） 

9:30～18:15 9:30～18:00 川越駅西口連絡所 

 


